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● 適正規模・適正配置案【20年後（2045年）】

メリット

• 小規模校の解消が図れる。

• 学校規模を最大限確保することで、クラス替えや行
事の活性化が図れ、多様な考え方に触れる機会が増
えるなど、教育の質や社会性の向上が期待できる。

デメ
リット

• 篠津中学校区または白岡中学校区の中学校が大規
模校となり、学校の適正規模を超えてしまう。

• 小学校が５校から３校になるため、通学距離が伸び
る地域において児童の通学負担が大きくなる。

• 中学校が４校から２校になるため、生徒の通学負担
が大きくなる。

• 学校規模が大きくなることで、地域コミュニティへ
の影響が懸念される。

※ 小中一貫校や義務教育学校の設置も想定しています。

メリット

• 小規模校の解消が図れる。
• すべての小中学校で適正規模を確保できる。
• 小中学校の校数が同じになるため、小中一貫教育の
実現性が高まる。

デメ
リット

• 小学校が５校から３校になるため、通学距離が伸び
る地域において児童の通学負担が大きくなる。

• 中学校が４校から３校になるため、一部地域で生徒
の通学負担が大きくなるとともに、将来的に小規模
校化のリスクがある。

メリット

• 小規模校の解消が図れる。

• 小学校が５校から４校になるため、パターン①、②と
比較して児童の通学負担を抑えることができる。

• 中学校が４校から２校になることにより、クラス替え
や行事の活性化が図れ、効果的な学校運営が期待で
きる。

デメ
リット

• 篠津中学校区の２つの小学校が準適正規模校とな
り、学校の適正規模を下回ってしまう。

• 篠津中学校区または白岡中学校区の中学校が大規
模校となり、学校の適正規模を超えてしまう。

• 小学校で将来的に小規模校化のリスクがある。

• 中学校が４校から２校になるため、生徒の通学負担
が大きくなる。

メリット

• 小規模校の解消が図れる。

• 小学校が５校から４校になるため、パターン①、②と
比較して児童の通学負担を抑えることができる。

• 現在の学校区単位での地域コミュニティの維持に最
も配慮している。

デメ
リット

• 篠津中学校区の２つの小学校が準適正規模校となり、
学校の適正規模を下回ってしまう。

• 小学校で将来的に小規模校化のリスクがある。

• 中学校が４校から３校になるため、一部地域で生徒
の通学負担が大きくなるとともに、将来的に小規模
校化のリスクがある。

小学校
４校

中学校
３校

児童数 ２，０７２人÷３５＝５９．２ 約６０学級

適正規模の基準：小学校 １８～２４学級

想定学校数 ： ３～４学校

⚫ ２０年後の将来推計の児童生徒数の数値を
適正規模の基準に照らし合わせ、想定され
る学校数を算出

生徒数 １，０１９人÷３５＝２９．１ 約３０学級

適正規模の基準：中学校 １２～１８学級

想定学校数 ： ２～３学校

適正規模・適正配置検討条件

① 学校の適正規模の確保

【通学距離】
小学校 ： おおむね４km以内
中学校 ： おおむね６km以内

【通学時間】
小中ともにおおむね１時間以内

② 学校の適正配置の確保

③ 現在の学校区を考慮

④ 小中一貫教育の推進

•小中一貫校や義務教育学校などの手法を
取り入れる

小学校 ： 1８～24学級
中学校 ： １２～18学級
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18

３
菁莪中

白岡東小

南小

12

9

白岡中

12

篠津小

６

12

西小

18

篠津中
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菁莪小中学校区

：９～18学級

：3～8学級

：19学級以上

小学校 中学校（通常学級）
：2学級以下

地図凡例

：12～24学級

：6～11学級

：25学級以上

：5学級以下
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④

小学校
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【課題のまとめ】

○ 「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の一体
的な充実

・ 小規模校の解消
・ 通学手段の見直し
・ 地域間における児童生徒
数の偏在

・ 教職員の確保
・ ＩＣＴ環境の整備の充実
・ 「学び」と「育ち」の連続性
を確保した小中連携

・ 特別支援教育や不登校
支援への対応

○ 「協働と創造の学び」
の推進

・ コミュニティスクールの
さらなる充実

・ 持続可能な部活動の地域
展開

・ 地域人材の確保

○ 「快適な学校環境」の
実現

・ 学校施設の老朽化の解消
・ 多様な学びを支える学習
空間の確保

・ 他の公共施設との複合化
・ 教職員の負担軽減
・ バリアフリー対応
・ 持続可能なプールや学校
給食のあり方

※ 各パターンの地図は、具体的な学校名や設置場所を示すものではありません。

１．適正規模・適正配置案について

●パターン２を軸に
小中一貫教育を進め
ていく
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（１）市が抱える教育課題

① 児童生徒数の減少
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校舎・プール等の
老朽化、学校規模の
アンバランス等の
課題が発生

児童数変化
（2015⇒2025）

児童数変化
（2025⇒2035）

１学年１クラスで
クラス替えができない

児童数変化
（2035⇒2045）

小規模校一歩手前の
状況が継続する

③ 特別支援学級の児童生徒数の増加
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• 児童生徒数の減少により、小規模化が進んでいる学校があり、集団活動を通じて得られる学び
や多様な人間関係の構築が難しくなっている。

• 特別支援学級に在籍する児童生徒数は、昭和６０（１９８５）年度の３９人をピークに一時減少
したものの、平成１８（２００６）年度の学校教育法改正により、特別支援教育が本格実施され
て以降、再び増加傾向となっている。特に平成２６（２０１４）年度から令和６（２０２４）年
度までの１０年間で約３倍に増加しており、今後も合理的配慮への理解の進展等により、さらな
る増加が見込まれている。

小規模１歩手前

小規模１歩手前

小規模１歩手前

② 不登校児童生徒数の増加
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※長期欠席のうち、病気や経済的な理由によるものではなく、何らかの心理的、

情緒的、身体的、社会的要因によって登校できない状態にある児童生徒

• 不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、特に中学生の割合が多く、中学校進学後に不登校に
なってしまう生徒が一定数存在する。これは、中学校進学時に、学習環境や人間関係、部活動
などの急激な変化に適応できず、不登校になったり、学習意欲が低下したりする「中１ギャッ
プ」が顕在化していると考えられる。

２．小中一貫教育の推進について



（２）市の目指す子ども像・学校のあり方

① 第３期白岡市教育振興基本計画

• 「第３期白岡市教育振興基本計画」の施策目標である「学校教育の充実」の部分で、「充実した学
習環境の下、主体的に社会に関わり、未来を切り開いていく力を身につけ、社会の持続可能な発展
を担うことができる子ども」とあり、この実現には発達段階に応じた系統的な教育が重要で、小中
一貫教育と関連している。

• さらに、学校教育の充実により、家庭・地域の教育力の向上や社会教育の充実に対する相乗効果が
期待できる。

② 白岡市立学校の適正規模・適正配置に関する計画策定の将来ビジョン

• 将来ビジョンの３つの柱の一つである「一人ひとりが輝く『個別最適な学び』と『協働的な学
び』の一体的な充実」においては、多様な学習を展開できる適正な学校規模の確保を図るとと
もに、小中連携の推進や少人数指導、教科担任制の充実により、きめ細やかな支援を行うこと
としている。

• さらに、図書を生かした教育と小中一貫教育を掛け合わせることにより、学校の図書館を地域
コミュニティの拠点として広く活用することや９年間を見通した子どもたちの「考える力」や
「探究心」の育成が可能となる。
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一人ひとりが輝く「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実

地域とともに育む「協働と創造の学び」の推進

安心・安全で「快適な学校環境」の実現

【３つの柱と白岡市の特色を生かした教育】

白岡市の特色を生かした教育（図書を生かした教育）

●「学び」と「育ち」の連続性を確保した小中連携の推進

関連する方向性等

• 小学校から中学校までの９年間を一貫した成長期間として捉え、「学び」と
「育ち」の連続性を確保し、小中連携のもと、途切れない成長の実現を目指す。

【主な取組】

２．小中一貫教育の推進について

充実により相乗効果が期待

充実により相乗効果が期待

【少人数指導、特別支援教育】

• 担任の先生だけでなく、教科担当
の先生や支援員などがチームとな
り、一人ひとりの子どもの成長に
寄り添いながら支援。

【不登校支援】

• 一人ひとりの状況に応じた支援が
しやすい環境の推進。

• 学校に来られない子どもはＩＣＴ
を活用した支援を実施。

【学校の図書室での地域との交流】

• 学校の図書室を活用し、地域の人
が集い、世代を超えた交流と学び
を実施。



（３）小中一貫教育推進の背景とねらい

＜教育課題＞

• 多様な人間関係の構築が困難

• ９年間を見通した指導体制づくりが難しい

• 不登校児童生徒の増加

• 中１ギャップへの対応

• 小中で支援方法が統一されにくい

【ねらい】

⚫ 日常的な異学年交流を通じた豊かな人間関係の形成

⚫ ９年間を見通した系統性・連続性のある教育の確保

⚫ 発達段階に応じた児童・生徒への指導の充実

⚫ 中１ギャップの解消・緩和などによる不登校児童生徒数の減少

⚫ 教職員間の連携強化

（少人数指導・教科担任制の充実によるきめ細やかな支援）
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２．小中一貫教育の推進について

【３つのメリット】

① 学習指導の充実

これまでは小学校と中学校で分断されていた指導を、９年間という長いスパンで連続性を持たせて考えていく。具体的には、中

学校の教員が小学校で授業を行う『乗り入れ授業』の実施や小中の教員が合同で研修を行い、指導方法を共有することなどが挙げ

られる。これにより、学習に対する子どものつまずきを最小限に抑え、確かな学力を育むことが可能となる。

② 豊かな人間性の育成

９年間を一つのまとまりとして捉えることで、幅広い年齢層が日常的に交流する機会が生まれる。上級生は下級生を思いやり、

下級生は上級生をモデルとして成長していく。こうした多様な人間関係の中での学びは、子どもたちの社会性や自己肯定感の向上

が期待できる。

③ きめ細やかな支援

９年間という継続した期間の中で、複数の教員が子どもの成長を長い目で見守ることができるようになる。子どもたち一人ひとり

の情報を小中学校間で途切れることなく共有し、寄り添い続けることで、中１ギャップの解消や不登校の未然防止、さらには特別な

支援が必要な子どもたちへの適切な対応が可能となる。



【小中一貫教育のさまざまな施設形態】

• 小中一貫教育には、学校の配置や運営方法に応じてさまざまな施設形態がある。

• どのような施設形態であっても、組織全体が９年間を見通した目的や目標をしっかり
と共有していくことで、一貫した指導体制を構築し、子どもたちの成長を継続的に支
えていくことができるものと考える。

• 本市においても、地域の実情や児童生徒数、施設環境などを踏まえ、各学校の特色に
応じて望ましい施設形態を選択したいと考えている。
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３．小中一貫教育を通じた学校形態

①分離型

中学校

小学校

・異なる敷地にある小・中学校が連携

し、小中一貫教育を実施。

・それぞれの学校に校長、教職員組織

が存在。

【主なメリット】

・既存の学校を活用でき、地域との

つながりを維持しやすい。

・大規模な施設改修を抑えることが

でき、教育内容の段階的な導入や

コスト削減が期待できる。

【主な注意点】

・校舎が離れているため、児童生徒

の日常的な交流や教職員同士の連

携には工夫が必要である。

・組織がそれぞれ存在するため、一

体的な運営や教育の連続性を保つ

には工夫が必要である。

中学校 小学校

・同一敷地内または隣接する敷地に立

地する学校が連携し、小中一貫教育

を実施。

・それぞれの学校に校長、教職員組織

が存在。

②併設型

【主なメリット】

・日常的な異学年交流が可能で、小学生が

中学生に憧れを抱いたり、中学生のリー

ダーシップや思いやりを育むなど、社会

性の向上が期待できる。

・小・中学校の教職員が日常的に連携を図

りやすくなり、学習指導や教育活動の質

の向上が期待できる。

【主な注意点】

・校舎の増改築や一体化に向けた大規模な

施設整備が必要になり、コスト面では

慎重な検討が必要である。

・組織がそれぞれ存在するため、一体的な

運営や教育の連続性を保つには工夫が必

要である。

中学校 小学校

小学校

・１つの中学校に対して、同一敷地内の

小学校と離れた校舎にある小学校の双

方が連携し、小中一貫教育を実施

・それぞれの学校に校長、教職員組織

が存在

③併設＋分離型

【主なメリット】

・多様な人間関係を形成しやすくなり、社

会性の向上が期待できる。

・拠点を絞った重点的な整備により、財政

負担を抑えつつ、地域全体の教育環境の

向上が期待できる。

【主な注意点】

・併設校と分離校の間で交流頻度に差が出

やすいため、ＩＣＴの活用などで差が生

じない工夫が必要である。

・併設校と分離校が混在するため、①や②

以上に、一体的な運営や教育の連続性を

保つには工夫が必要である。

１～９年生

・同一敷地内に設置され、１人の校長の
もとで１つの教職員組織が１〜９年生を
一体的に運営する。

④義務教育学校

【主なメリット】

・子どもの発達段階に応じた柔軟なカリ

キュラムでの指導が可能で、９年間を見

通した学力の育成や一人ひとりの成長に

寄り添った継続的な指導が期待できる。

・校長が１人で組織が１つのため、９年間

を見通した一貫した教育目標や指導方針

を全教職員で共有しやすい。

【主な注意点】

・１～９年生が一体的に学ぶための校舎の

新築や大規模改修が必要になり、コスト

面で慎重な検討が必要である。

・子どもたちの人間関係の固定化への配慮

や専門性を持った教員の確保といった点

で工夫が必要である。



＜茨城県つくば市＞
• 茨城県つくば市では、平成19年度より施設分離型の小中一貫教育を導入

し、中学校区ごとに学園名を設定するとともに、同一中学校区の小・中
学校による「小中一貫教育推進委員会」を教育委員会主導で発足させた。

• 平成20年度からは吾妻中学校区において実践研究を開始し、平成24年度
には全小・中学校で小中一貫教育を完全実施した。

• さらに、平成28年度には春日小学校・春日中学校を統合し、市内初の義
務教育学校である「春日学園義務教育学校」を設立した。これにより、
義務教育学校および併設型・分離型を含む小中一貫教育制度の整備が進
められた。

• また、令和５年度には、小中一貫校の施設併設型校が新たに設立された。

令和８年度
【小学校】 ３２校から33校に
【中学校】 １４校
【義務教育学校】 ４校
【幼稚園】 １５園
【学園】 １８学園
（うち義務教育学校４学園）

●設置校種の変化と、校種別の教職員配置

• 義務教育学校

義務教育学校の場合、児童生徒数が2,000人以上に達する例もある。教職員配置では、校長1
名のほか、副校長1名・教頭2名・教務主任1名を置いて対応している

• 小学校7校、
中学校2校
の統合校

• 施設併設型一貫校

一体型であっても小・中学校ごとに校長を配置し、教頭及び教務主任も配置

• 施設分離型一貫校

小・中学校ごとに校長を配置し、教頭及び教務主任も配置

平
成
２
０
年
度

平
成
２
８
年
度

令
和
５
年
度

● 一貫校制度導入の経緯

【つくば市が抱えていた教育の課題】

• 人間関係の希薄化

• 不登校児童生徒の増加

• 中1ギャップ

• 学ぶ意欲の低下

「９年間を見通した指導計画」

•成長の連続性確保
•系統性を重視した一貫性のある教育
•小中での情報共有

• つくば市では、不登校児童生徒の増加や中1ギャップへの対応が課題となる中、小中一貫
教育を推進し、児童生徒に関する継続的な情報共有を行うことで、「９年間を見通した
指導計画」の実現を図った。

市の概要
人口：263,206人
面積：283.72㎢
学校数
小学校：33校
中学校：14校
義務教育学校：４校
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＜埼玉県志木市＞
• 志木市では、令和６年度に「志木市小中一貫教育推進計画」を策定

した。この計画に基づき、中学校区ごとに、小・中学校９年間を見
通した教育課程の編成や一貫した生徒指導、教育相談体制の充実に
向けた取組を進めることとしている。

• さらに、令和７年度には、すべての中学校区において施設分離型の
小中一貫教育を導入し、小学校・中学校の垣根を越えた９年間の義
務教育を通して、「次代を担うたくましい志木っ子」の育成を目指
している。

●志木の森学園の開校

• 令和８年３月に義務教育学校の設置に関する条例が制定され、志木第二小学校・志木第
四小学校・志木第二中学校の３校は、令和９年４月に志木市初の義務教育学校「志木の
森学園」として開校することとなった。

• 同校は、敷地が隣接する小学校２校と中学校１校により構成されている。施設は、東エ
リアを１～５年生の活動エリア、中央エリアを職員室及び６～９年生の活動エリア、西
エリアを特別教室のほか、自習スペース、部活動スペース及び教育サポートセンター分
室の設置スペースとして活用する計画である。

【志木の森学園の施設の概要】市の概要
人口：76,252人
面積：9.05㎢
学校数
小学校：８校
中学校：４校
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【志木の森学園の施設の概要】

出典：志木市ホームページに一部加筆

西エリア
（旧・志木第四小）

中央エリア
（旧・志木第二中）

東エリア
（旧・志木第二小）

教室

特別教室

多目的室

管理諸室

６～９年生エリア １～５年生エリア
特別教室、自習スペース、部活動スペース、
教育サポートセンター分室を今後設置予定

8
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＜埼玉県北本市＞
• 北本市では、中学生における長期欠席生徒の増加や中１ギャップへの

対応が課題となる中、平成19年度以降、研究委嘱事業として、学校連
携事業、小中一貫教育、４・３・２制に関する研究等を実施してきた。

• 平成27年度からは、小学校6年間と中学校3年間の義務教育9年間を４・
３・２年に区分し、「学び」の連続性を重視するとともに、発達段階
に応じた指導の在り方に関する研究を進めている。特に、小学校５・
６年生と中学校１年生においては、小中学校教員による授業の乗り入
れや、小学校における教科担任制を実施することで、児童生徒の学力
向上及び中1ギャップの軽減を図っている。

• また、小学生と中学生が行事や授業を通じて交流することで、小学生
には中学生への憧れや進学への期待感が育まれ、中学生には自己有用
感や小学生への思いやりの意識が高まるなどの効果もみられている。

●「４・３・２制に関する研究」

出典：北本市ホームページ

埼玉県中央校長会ホームページ

• 義務教育９年間を、前期４年間（小学１～４年）、中
期３年間（小学５年～中学１年）、後期２年間（中学
２～３年）の３段階に区分し、発達段階に応じた学校
生活や学習指導を行っている。

• 中学校４校に対して小学校８校（うち１校は廃校のた
め、現在は７校）による施設分離型の小中一貫教育を
実施している。

• 実施の結果、中学校進学に対する不安の軽減や、中学
１年生の学校生活に対する満足度の向上など、「中１
ギャップ」の解消・軽減に関する効果がみられる。

• 一方で、課題としては以下の２点がある。

「中学２年生以降における長期欠席生徒の増加」

「前期・後期段階の児童生徒に対する、より手厚い支
援の必要性」

これらのことから、中期段階では一定の成果が見られる
一方で、前期及び後期段階における課題への対応が必要
とされている（東中学校長による発表より）。

【取り組みの例】

１ 小中学校教員の兼務配置

• 小学校６年担任が中学校で指導を行うほか、中学校教員
が小学校６年生の授業に関わるなど、小中連携を推進し
ている。非常勤講師を配置し、きめ細かな指導体制を整
備している。

２ 市教委指導主事による継続支援

• 教育委員会の指導主事が継続的に研究推進へ関わり、指
導・助言を行っている。

３ 児童生徒間の交流活動

• 小学校６年生の部活動体験や中学校授業体験、小中合同
あいさつ運動、歌声交流会、児童会・生徒会交流などを
実施し、児童の中学生への憧れや進学意識の向上を図っ
ている。

• 東京都北区では、平成24年度から、区立の子ども園・小学校・
中学校によるネットワーク「学校ファミリー」を基盤として、
質の高い教育の実現を目指している。各学校ファミリーは、中
学校１校と通学区域の重なる小学校・子ども園で構成される
「サブファミリー」から成り、現在、区内には12のサブファミ
リーがある。

●北区のサブファミリーと
小中一貫教育

• 各サブファミリーでは、運営委員
会を設置し、児童・生徒の学習状
況などについて十分な情報交換を
行うとともに、小学校入学から中
学校卒業までを見通した一貫性の
ある指導計画を意識して教育活動
に取り組んでいる。

• また、小・中学校それぞれの独自
性を保ちながら、義務教育９年間
を円滑に接続することで、基礎
的・基本的な学力の定着を図って
いる。

出典：北区ホームページ「学校ファミリーを基盤とした北区の小中一貫教育と特色ある取り

組み」（令和７・８年度版）

＜東京都北区＞

中学校１校
小学校１校

中学校１校
小学校４校 中学校１校

小学校４校

中学校１校
小学校２校
こども園１園

義務教育
学校１校

中学校１校
小学校２校
こども園１園中学校１校

小学校４校

中学校１校
小学校４校

中学校１校
小学校２校

中学校１校
小学校４校

中学校１校
小学校２校

中学校１校
小学校２校

区の概要
人口：369,971人
面積：20.61㎢
学校数
小学校：32校
中学校：11校
義務教育学校：１校

市の概要
人口：64,968人
面積：19.84㎢
学校数
小学校：７校
中学校：４校
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＜東京都三鷹市＞
• 東京都三鷹市では、平成18年4月に、市立小・中一貫教育校のモデル校

として「にしみたか学園」（第二小学校、井口小学校、第二中学校）を
開校した。その後、３年間にわたる検証を実施しながら、平成20年度か
ら21年度にかけて、「連雀学園」「おおさわ学園」「東三鷹学園」「三
鷹の森学園」「三鷹中央学園」「鷹南学園」を順次開校し、市立の全
小・中学校を小・中一貫教育校とした。

• 現行の法制度のもと、児童・生徒はそれぞれの学校に通学しながら、連
続性・系統性のある小・中一貫カリキュラムに基づく教育を受けている。
また、児童・生徒間の交流、小・中学校教員による相互乗り入れ授業、
合同研修会などを通して相互理解を深め、義務教育９年間の教育に責任
を持つ学園づくりを推進している。

出典：文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2012/02/14/1316081_02.pdf

＜東京都練馬区＞
• 東京都練馬区では、平成23年度より、中学校１校と小学校１〜３校を単

位とする「小中一貫教育グループ」を設置し、グループごとに小中一貫
教育の取組を進めている（ただし、すべての中学校区で実施しているわ
けではない）。

• 各グループでは、「目指す15歳の姿」の実現に向けた教育活動や、いじ
め防止・不登校の解消など豊かな心の育成に向けた取組を重点課題とし
ている。これにより、９年間を見通した意図的・計画的な指導の充実を
図るとともに、子どもの自己肯定感や学習意欲の向上を目指している。

●「大泉桜学園」「みらい青空学園」の開校

出典：練馬区ホームページ

hhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/index.html

• 区では、施設分離型の小中一貫教育に
加え、施設一体型の小中一貫教育校２
校を開校している。

• 平成23年に開校した「大泉桜学園」は、
隣接する「大泉学園桜小学校」と「大
泉学園桜中学校」の校舎を接続する形
で整備された。

• また、令和８年４月には、「旭丘小学
校」と「旭丘中学校」を改築し、「練
馬区立小中一貫教育校 みらい青空学
園」が開校した。

大泉桜学園

（左は旧中学校校舎、右は旧小学校校舎）

市の概要
人口：191,716人
面積：16.42㎢
学校数
小学校：15校
中学校：７校

区の概要
人口：752,889人
面積：48.08㎢
学校数
小学校：63校
中学校：31校
義務教育学校：２校
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